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Keyword 
  一部事務組合によるＰＦＩ事業、火葬場及び斎場、ＢＯＴ方式、ミックス型(サービス対価＋売店販売等収入)、事業期間22年 

事例 9 
「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」整備運営事業

（愛知県 豊川宝飯衛生組合 管内人口 180,997人(H16)）

● 事業概要

「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」整備運営事業は、豊川市、音羽

町、一宮町、小坂井町及び御津町の 1 市 4 町において広域的に利用し

ている既存斎場施設の老朽化及び火葬需要の増加に対応するため、建

て替えにより新しい斎場会館を整備するＰＦＩ事業です。 

既存斎場施設を含む敷地約 25,900 ㎡に、民間事業者が火葬炉 8 基・

動物炉1 基・汚物炉1 基の施設の設計・建設を行い、20 年間の運営期間

にわたり施設を所有、維持管理・運営し、事業期間の終了後、組合へ施

設･備品を無償譲渡するＢＯＴ方式で事業を実施します。また、供用開始

後に既存施設の解体撤去を行います。 

平成15 年6 月に実施方針を公表。平成16 年3 月に落札者としてトーエネックグループを選定し、同年6 月にＰＦＩ

豊川宝飯斎場㈱と事業契約を締結。平成 17 年 1 月に起工式が行われ、平成 18 年 4 月の運用開始を目指していま

す。 

1．事業化までの検討経緯・庁内体制の流れ

 

平成7 年 

・ 斎場会館建て替えに関する計画の検討、建て替えに関する地元の同意。

平成13 年 

・ 組合管理者の発意により、ＰＦＩ導入に向けて検討開始。

・ 組合と豊川市企画課で検討を開始し、勉強会等を開催。

斎場会館の建て替え検討

管理者のトップダウンに 

よるＰＦＩ導入の内部検討

庁内ＰＦＩ勉強会の開催 

ＰＦＩ導入可能性調査

庁内
合意

平成13 年頃 

平成14 年3 月 

平成15・16 年度 

・ 平成14 年11 月にＰＦＩアドバイザリー業務について補正予算を計上。

・ 平成 14･15 年度、ＰＦＩアドバイザリー業務をパシフィックコンサルタンツ㈱

に委託。（平成14 年11 月～平成16 年3 月） 

・ 平成15年度にＰＦＩ事業の本格的な取組に際し、職員体制を整える。

施設供用開始予定

【事業者選定段階】 

①実施方針の公表： 平成15年6月    ④入札    ： 平成15年12月 

②特定事業の選定： 平成15年8月    ⑤落札者の決定： 平成16年 3月 

③入札公告   ： 平成15年9月    ⑥事業契約締結： 平成16年 6月 

平成15 年6 月～ 

平成18 年4 月 

管理者
の発意

斎場建設基本計画策定 平成13・14 年度 

・ 斎場建設基本計画の策定とあわせて、ＰＦＩ導入可能性調査をパシフィック

コンサルタンツ㈱に委託。（平成13 年9 月～平成14 年3 月）

・ 可能性調査の結果、ＰＦＩ事業として実施する方針を管理者に報告。
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■ 事業化の過程における議会や住民への対応 
まだ本格的なＰＦＩの成功例・失敗例が無いため、本事業の実施に対する議会の理解を得ていくのは困難でした。

また、ＰＦＩ事業では地元企業の事業参画が難しくなるのではという意見もありました。ＰＦＩのメリットとして、コストの

削減や平準化という説明だけでは漠然としており、「この事業はＰＦＩでどのようなメリットがある」ということが解れば

非常に説明しやすくなります。平成 15 年度に構成市町のうち豊川市でＰＦＩ基本方針が策定されましたが、先にこ

のような指針があれば、もう少し理解が得られやすかったと思います。 

一方、建設地の住民のみなさんからは具体的な意見がほとんどありませんでした。ＰＦＩ事業についての理解が

得られていなかったのかもしれません。 

 

2．本事業における特徴、課題とその解決策 

● 本事業のしくみ（事業スキーム図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 一部事務組合として実施する際には、構成市町村の意識レベルを揃えることが大切です 
構成市町間の調整については、特に異論を唱える地方公共団体は無く、ほとんど問題ありませんでした。ただ、

ＰＦＩに関する認識が各市町によって違うと問題が生じるので、意識レベルを揃えておく必要があります。 

構成市町の負担割合は、基本的に人口割合に基づきます。従来方式では建設費は建設当時の負担割合、運営

費については3年ごとに負担割合を見直していくという扱いとなっていましたが、本事業については20年間にわた

る構成市町の負担割合の算定方式はまだ決まっていません。 

 

■ 一部事務組合における固定資産税の取扱いについては苦慮しました 
ＰＦＩ導入可能性調査の段階ではＶＦＭが 1％という試算でしたが、少額でもＶＦＭが出るのであればＰＦＩ方式で

進めるということになりました。ＶＦＭの算定に当たり、一部事務組合の場合における税収の扱いの問題がありまし

たが、構成市町を一つの自治体と想定し、税収を差引きしてＶＦＭを算定しました。その結果、約 8.2％のＶＦＭを

得ることができました。 

請負契約 

業務委託契約 

【設計・監理】 【建設・修繕】 

東亜建設工業 
徳倉建設 

トーエネック 
富士建設工業(炉) 

【運営】 

トーエネック 
東亜建設工業 
富士建設工業 

【維持管理】 

昭和建物管理 
富士建設工業(炉)

【SPC 管理】 

トーエネック 
UFJ セントラルリース

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ契約

S P C 

（特別目的会社） 

 

【全体統括】 

トーエネック 

サービス提供 

豊川宝飯衛生組合 

保険会社 

火葬使用料 

トーエネック 
東亜建設工業 

徳倉建設 
富士建設工業 

【出資者】 

直接協定

【融資金融機関】 

出資 

配当 

融資 

元利金返済 

事業契約

保険契約 

サービス料支払

『百五銀行』が 
組成する融資団

【ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー 】

UFJ セントラルリース

施設利用者 

 
山下設計 
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また、現在一番問題となっているのが固定資産税の扱いです。御津町に建設するため、固定資産税は御津町に

納めなければなりません。1 市 4 町の負担金との兼ね合いやＶＦＭとの整合性をどう取るのかが課題となっていま

す。本事業の場合、事業方式としては、ＢＴＯ方式よりもＢＯＴ方式が適すると考えられますが固定資産税の課税の

点で、ＢＴＯ方式に比べＢＯＴ方式は不利であるという現状にあります。 

 
■ 利用者変動により増加する費用は組合が負担することとしました 

斎場運営は経営努力によって利用者を増やすという性質の事業ではないため、その意味では創意工夫を発揮

できる事業ではありませんが、ＰＦＩ事業としては取組み易い事業であると思われます。火葬場利用者の変動に伴う

委託料の変動をどうするかという問題がありましたが、当初想定している件数よりも多ければ委託料を増やすことと

し、少なければ清算するということにはしませんでした。ＢＯＴ方式の場合、民間事業者に対して多くのリスクを移転

することができるため、そのメリットが大きいということで決めました。 

 
■ 落札者決定基準に「地域社会への貢献」という評価項目を設けました 

ＰＦＩでは地元企業の参画が難しくなるのではという意見もありましたが、落札者決定基準において「地域社会へ

の貢献」という項目を設けることにより、地元企業が構成員として参画するだけでなく、地元からの雇用を促進すると

いった提案が出ることを期待しました。 

実際の提案では、地元からの雇用や物品の調達等の提案がありました。また、地元企業が構成員になっていた

グループもありました。資金調達についても地元の金融機関を活用しようという意図がうかがえました。 

 
■ 火葬炉企業は全国的に少ないため協力企業として参画することも可能としました 

火葬炉を同時に8炉整備できるような企業は全国に数社しか無く、参加グループが少なくなるという心配がありま

した。対応できる企業がもっと多数であれば、公平性の観点から構成員として単独の入札グループへの参画に限

定すべきだと思いますが、他市の先行事例を参考として、火葬炉企業は複数の入札グループの協力企業となるこ

とを認めました。 

 

3．事業開始後の状況 （平成18 年4 月供用予定） 

(1) ＰＦＩ導入のメリット 

■ 単年度の予算にとらわれない柔軟で迅速な対応が期待されます 
火葬場の整備・運営をＰＦＩ方式で実施した場合、通常の火葬場サービスが極端に良くなるというよりは、何かが

発生した場合における柔軟な対応においてメリットが大きいと考えています。従来方式の場合、単年度の予算で縛

られることがあるため迅速な対応が困難ですが、民間事業者ならば公共のように予算に縛られる制約は少なく、迅

速な対応が可能になると期待しています。 

 
■ 煩わしい調整が少なくなります 

本組合は、火葬場以外にも清掃工場やし尿処理場等を設置しています。これらの施設は、建設から運営及び維

持管理にいたるまで、多方面にわたり多くの調整事を抱えています。ＰＦＩ方式で実施した場合、適正なリスク分担

に基づき、その一部を民間事業者に任せることができるため、これらの調整をある程度軽減できることもメリットだと

考えています。 

 
■ 特に建設費について大幅に削減できました 

建設費については、当初想定していたよりも大幅に削減できました。当然、物価変動等によりサービス対価が変

わることも想定されますが、ＰＦＩとして実施することを説明する場合、やはり財政負担が削減できたというのは最も

説明しやすいメリットだと思います。 
 

（2） ＰＦＩ導入のデメリット 

■ 準備期間から事業者選定まで時間がかかります 
ＰＦＩは導入可能性調査から事業者選定まで時間がかかるため、稼動開始の時期によっては導入することが難し

いと思われます。本事業においても、平成 18 年 4 月供用開始というスケジュールで地元同意を得ていたこともあり、

まずは粗造成だけ組合が先行して実施しました。 
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■ 発注者が重視する部分を正確に伝えることが成功のポイントになります 

民間事業者は多額の費用をかけて提案書を作成しており、どのグループも採用しないという選択は非常に困難

です。希望する内容と若干違うという不満があっても、どこかを選定しなければなりません。 
総合評価一般競争入札の場合、事業者選定後の協議で修正できる部分は限られているため、公募型プロポー

ザル方式であればこの点のデメリットはある程度解消されるとは思いますが、大きな修正は金額に跳ね返るため困

難です。あらかじめ要求水準書において発注者が重視するポイントを正確に伝えることが重要です。 
 

■ 参加グループ数がなかなか予測・把握できないもどかしさがあります 
本事業では、入札参加グループ数を事前に予測・把握することが困難でした。実施方針に関する説明会で民間

事業者の事業参画に関する意向について感触を掴むのは困難です。よって、入札公告後に参加するグループが

いなかったという事態が起こらないように、事前に綿密な市場調査を行うことが重要だと思います。 
 

4．ＰＦＩ事業を振り返って 

（1） ＰＦＩ事業の成功のポイント 

■ 民間事業者が参画しやすいように情報はできるだけ開示しました 
本事業の内容については、公表できる情報はできるだけ公表するという方針で、過去の利用者数や受付システ

ム等の情報を事前に開示しました。組合としてもホームページを開設し、情報提供に努めてきました。アクセス件数

も多く、比較的関心が高かったのではと思われます。このような情報提供は、民間事業者にとって参画を検討する

際の判断材料として役立つと思います。また、予定価格についても事前に公表しました。 
 

■ ＰＦＩ推進体制の構築に当たっては各分野からバランスよく人選することが重要です 
本事業は建設から運営までにわたり様々な業務分野がありますが、組合には、土木・建築・環境・法務のそれぞ

れの分野に強い職員がいたので助かりました。ＰＦＩを推進していくためには、メンバーの人数よりも各職員が持つ

知識や技術のバランスが重要だと思います。 
 

（2） ＰＦＩ導入を目指されている他団体へのアドバイス 
■ ガイドライン等の策定により事業部門の意識を高めていくことが必要です 

事業部門はほとんどＰＦＩに精通していません。一部の企画部門が旗を振ってもＰＦＩのメリット等に関する認識が

足りないままでは事業部門の動機付けが進まないため、事前のＰＲ等により意識を高めていくことが必要になりま

す。ＰＦＩに関する細かな内容等については実際に担当してみなければわからない事が多いので、地方公共団体

ごとに基本方針の策定が必要だと思います。 
 

■ 審査委員と調整しやすい地元からの人選や審査スケジュールに留意することも必要です 
審査委員の人選に当たっては、どのような方にお願いすれば良いのか全く

分かりませんでした。まずは任意団体である「中部ＰＦＩ協会」に問い合わせたと

ころ、地元から 2 名の先生を推薦されました。まずそのうちの 1 名にお願いして

他の先生も紹介していただきましたが、結果的には地元大学の先生方が多か

ったため調整がやりやすく助かりました。他事例では東京の大学の先生にお願

いしている例もありますが、調整が大変だろうと思います。 
また、大学は 2 月が忙しいので、審査の時期についても考慮したほうが良い

と思います。本事業においては、審査委員会の立ち上げは実施方針公表後と

なりましたが、もっと早い段階で立ち上げた方が良かったと思います。 
 
 
 
 
 
 
●事業データ  

事業担当者： 豊川宝飯衛生組合 施設課 飛安
とびやす

氏 
       〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 
       ＴＥＬ：0533-89－2161 
       ｅｍａｉｌ： eiseipfi@infonia.ne.jp 

豊川宝飯衛生組合 施設課 
田中さん・平澤さん・飛安さん 
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事業名称 「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」整備運営事業 

発注者 豊川宝飯衛生組合 

施設の種類･規模等 斎場会館（火葬炉8基、動物炉1基、汚物炉1基、 

       待合室6室、式場1室、駐車場100台以上） 

ＰＦＩ事業の範囲 斎場施設の設計・建設、運営・維持管理と既存施設の解体 

   

ＰＦＩ事業の概要  

 事業方式 ＢＯＴ方式 

 事業形態 ミックス型：サービス対価＋売店販売等収入 

 事業期間 22年 

   

ＰＦＩアドバイザー（公共側）  

 会社･団体名 パシフィックコンサルタンツ㈱ 

 アドバイザー選定方式 指名競争入札 

   

事業実施スケジュール  

 実施方針の公表 平成15年6月9日 

 特定事業の選定 平成15年8月8日 

 入札説明書等の配布 平成15年9月3日 

 落札者決定 平成16年3月2日 

 事業契約締結 平成16年6月3日 

 開 業 平成18年4月（予定） 

   

ＶＦＭ(Value for Money)  

 特定事業の選定段階でのＶＦＭ 約8.2% 

 事業者の選定段階でのＶＦＭ 35.3% 

  参考：予定価格72億円、落札価格53.63億円（現在価値化前） 

   

提案審査  

 民間事業者選定の方法 総合評価一般競争入札 （一段階提案） 

 価格と定性面の評価方式 加算方式 

 内、価格要素の割合 50% 

 審査委員会構成 （合計人数） 5人 

  内、学識経験者等 3人（愛知大学経営学部教授、 

     豊橋技術科学大学建設工学系助教授、 

     豊橋技術科学大学エコロジー工学系助教授） 

    管理者（公務員） 1人（組合副管理者） 

    その他（地元等） 1人（建設地の地方公共団体助役） 

   

選定･落札事業者  

 代表企業 ㈱トーエネック 

 構成企業 ㈱山下設計、東亜建設工業㈱、徳倉建設㈱、 

  富士建設工業㈱、昭和建物管理㈱、UFJセントラルリース㈱ 
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リスク分担表（入札説明書の修正段階）
事業名：　「豊川宝飯衛生組合斎場会館（仮称）」整備運営事業

組合 事業者

資金調達 必要な資金を調達できないこと ○

金利変動 金利の変動に伴う事業者の経費の増減 運営期間中に一度金利の見直し ○ △

物価変動 物価の変動に伴う事業者の経費の増減
あらかじめ定める算定式に基づきサービス購入
料を改定 ○ △

組合の責めによる許認可失効 ○

事業者の責めによる許認可失効 ○

本件施設の設置、設置条件、事業者への契約
条件に反対する住民運動等の発生による事業
の進行への障害

○

事業者による調査、建設、既存施設の解体、
維持管理、運営に関わる住民運動等の発生に
よる事業の進行への障害

○

法令の変更

本件施設整備事業に関係する法令の変更によ
り、仕様等の変更が必要となり事業継続に過
分の費用を要することとなった場合の費用負
担

組合が必要と認めた場合 ○

利益にかかる法人税率の変更による費用の増減
※ ○

上記以外の税率の変更及び新設課税による費用
の増減 ○

不可抗力

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、
落盤、火災、騒乱、暴動その他の組合又は事
業者のいずれの責めにも帰すことができない
自然的又は人為的な現象をいう。）に伴い、
設計又は、工期の変更、設備の修復等によ
り、事業者の経費の増加及び事業契約の履行
不能

あらかじめ定める一定の限度額までは事業者が
負担

○ △

組合が行った測量調査の不備、誤り等により生
じた部分

○

事業者が行った測量調査の不備、誤り等により
生じた部分

○

設計
事業者が行った設計の不備、誤り等により生
じる一切の費用

○

組合の責めに帰すべき事由による設計変更に伴
う事業者の経費の増加 ○

事業者の責めに帰すべき事由による設計変更に
伴う事業者の経費の増加 ○

組合の責めに帰すべき事由による工程変更に伴
う事業者の経費の増加 ○

事業者の責めに帰すべき事由による工程変更に
伴う事業者の経費の増加 ○

組合の責めに帰すべき事由による供用開始遅延
に伴う事業者の経費の増加 ○

事業者の責めに帰すべき事由による供用開始遅
延に伴う組合の経費の増加 ○

組合の責めに帰すべき事由による事業者の経費
の増加 ○

上記以外の事由による事業者の経費の増加
○

第三者賠償
建設工事に伴い生じる騒音、振動、臭気等に
より、周辺住民に損害を加えた、賠償金支払
義務の発生

○

施設利用者の減少
施設利用者の減少による、施設使用料収入の
減少

○

施設利用者の増大
火葬件数が想定を超えたことに伴う費用の増
大

○

災害時の施設利用
者増大

災害時の施設稼働時間延長に伴う費用の増大 ○

施設利用者の対応 施設内における事故の発生 ○

修繕 事業期間中に必要となる修繕費の負担 ○

備品更新 事業期間中に必要となる備品更新費の負担 ○

サービス水準の未達その他の事業者の債務不履
行による事業契約の解除による損害

○

支払債務の不履行その他の組合の債務不履行に
よる事業契約の解除による損害

○

第三者賠償
施設運営から生じる騒音、振動、臭気等によ
り、周辺住民や組合に損害を加えた、賠償金
支払義務の発生

○

終
了

施設譲渡
事業契約が終了したあとに事業者が施設を組
合に譲渡するための諸経費 ○

※利益にかかる法人税、法人事業税、法人住民税の変更には、外形標準課税の導入を含む。 （○：主分担、△：従分担）

負担者

共
　
　
　
　
通

段
階

リスクの種類 リスクの内容

許認可の失効に伴って設計又は工期の変更、
設備の改善が必要となる事業者の経費増加及
び事業契約の履行不能

税制度の変更 税制度の改正による、事業者の収支の影響

許認可失効

住民対策

計
画
・
設
計

測量調査
地形・地質等の現地調査等の不備等による施
工の経費の増加、工期の変更、運用時の施設
倒壊などの発生

設計変更 設計変更に伴う事業者の経費の増加

債務不履行による損害の発生

建
　
　
　
設

工程変更 工程変更に伴う事業者の経費の増加

供用開始遅延 施設の供用開始が遅延する責任

工事費増加
資材調達価格の変更、設計変更等による、当
初予定していた工事費の超過

運
　
　
　
営

債務不履行


